
JP 2007-515720 A5 2008.2.28

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成20年2月28日(2008.2.28)

【公表番号】特表2007-515720(P2007-515720A)
【公表日】平成19年6月14日(2007.6.14)
【年通号数】公開・登録公報2007-022
【出願番号】特願2006-544378(P2006-544378)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   9/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   9/46    ４６５Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成19年12月20日(2007.12.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる実行環境にわたるアプリケーションサービス交換の方法であって、
　第１の実行環境で動作するサーバアプリケーションから、サービスを取り扱うための登
録をプラットフォームサービス管理サポート部の登録部にて受信することと、
　第２の実行環境で動作するクライアントアプリケーションから前記サービスの要求を前
記プラットフォームサービス管理サポート部のサービス要求ブローカ部にて受信すること
であって、前記プラットフォームサービス管理サポート部のみが該プラットフォームサー
ビス管理サポート部に登録されたサーバアプリケーションを知っていることと、
　前記登録されたサーバアプリケーションに前記サービスを前記サービス要求ブローカ部
にて要求することと、
　前記要求ステップに応じて前記登録されたサーバアプリケーションから結果を前記サー
ビス要求ブローカ部にて受信することと、
　前記サービス要求ブローカ部から前記結果を前記クライアントアプリケーションに送出
することと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記ステップが、モバイル機器のプラットフォーム内で実行される、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記ステップは、前記クライアントアプリケーションが前記サーバアプリケーションま
たは前記第１の実行環境の位置を認識することを必要とせずに実行される、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記ステップは、前記サーバアプリケーションが前記クライアントアプリケーションま
たは前記第２の実行環境の位置を認識することを必要とせずに実行される、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記サービスが、実行環境に中立な方法で指定される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
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　前記サービスが、文字ストリングを用いて表現される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記サービスが、プラットフォームサービス管理サポート部特有の表現によって表現さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記クライアントアプリケーションが、少なくとも１つのサービスを指定することと、
　前記サーバアプリケーションが、前記クライアントアプリケーションによって指定され
た前記サービスを前記サーバアプリケーションが取り扱うことができるかどうかを決定す
ることと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記サーバアプリケーションが、少なくとも１つのサービスを指定することと、
　前記クライアントアプリケーションが、前記サーバアプリケーションによって指定され
た前記少なくとも１つのサービスが前記クライアントアプリケーションサービス要求に一
致するかどうかを決定することと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サービス要求ブローカにより、前記サーバアプリケーションを第２の異なるサーバ
アプリケーションへと、前記クライアントアプリケーションへ知らせることなく、かつ、
前記クライアントアプリケーションに異なる前提条件により前記第２のサーバアプリケー
ションに対して調整させる必要なく、変更すること
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サーバアプリケーションを第２の異なるサーバアプリケーションへと変更するステ
ップがランタイム中に実行される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　異なる実行環境にわたるアプリケーションサービス交換のためのシステムであって、前
記システムが、
　　第１の実行環境において実行されるように構成されたサーバアプリケーションと、
　　第２の実行環境において実行されるように構成されたクライアントアプリケーション
と、
　プラットフォームサービス管理サポート部と、
を含み、
　前記プラットフォームサービス管理サポート部が、
　前記第１の実行環境で動作するサーバアプリケーションからのサービスを取り扱うため
の登録を受信する登録部と、
　前記クライアントアプリケーションによる前記サービスの要求を受信し、前記サーバア
プリケーションからの前記サービスを要求し、前記要求に応じた結果を前記サーバアプリ
ケーションから受信し、前記要求に応じた結果を前記クライアントアプリケーションに送
出するサービス要求ブローカ部と、
を含み、
前記プラットフォームサービス管理サポート部のみが該プラットフォームサービス管理サ
ポート部に登録されたサーバアプリケーションを知っている、システム。
【請求項１３】
　前記プラットフォームサービス管理サポート部が、モバイル機器のプラットフォームの
一部として実装される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記プラットフォームサービス管理サポート部が、前記モバイル機器のプラグインで実
装される、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
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　　前記登録部が前記プラットフォームの一部として実装され、前記サービス要求ブロー
カ部はプラグインで実装される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記システムは、前記クライアントアプリケーションが、前記サービス要求が取り扱わ
れるために前記サーバアプリケーションまたは前記第１の実行環境の位置を認識すること
を必要としない、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記システムは、前記サーバアプリケーションが、前記サービス要求を取り扱うために
前記クライアントアプリケーションまたは前記第２の実行環境の位置を認識することを必
要としない、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記サービスが、実行環境に中立な方法で指定される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記サービスが、文字ストリングを用いて表現される、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記サービスが、プラットフォームサービス管理サポート部特有の表現によって表現さ
れる、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記クライアントアプリケーションが、少なくとも１つのサービスを指定するように構
成され、前記サーバアプリケーションが、前記クライアントアプリケーションによって指
定された前記サービスを前記サーバアプリケーションが取り扱うことができるかどうかを
決定するように構成された、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記サーバアプリケーションが、少なくとも１つのサービスを指定するように構成され
、前記クライアントアプリケーションが、前記サーバアプリケーションによって指定され
た前記少なくとも１つのサービスが前記クライアントアプリケーションサービス要求に一
致するかどうかを決定するように構成された、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記サービス要求ブローカは、前記サーバアプリケーションを第２の異なるサーバアプ
リケーションへと、前記クライアントアプリケーションへ知らせることなく、かつ、前記
クライアントアプリケーションに異なる前提条件により前記第２のサーバアプリケーショ
ンに対して調整させる必要なく、変更すること手段をさらに含む、請求項１２に記載の方
法。
【請求項２４】
　前記サーバアプリケーションを第２の異なるサーバアプリケーションへと変更する手段
が前記サーバをランタイム中に変更する、請求項２３に記載の方法。
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